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市
で
は
平
成
28
年
度
か
ら
、

市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

な
ど
を
訪
問
し
て
、
利
用
者
の

不
安
や
悩
み
を
聞
く
「
市
介
護

あ
ん
し
ん
相
談
員
派
遣
事
業
」

を
開
始
し
ま
す
。

　
今
回
、
介
護
あ
ん
し
ん
相
談

員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

６
人
程
度
。

応
募
方
法　

７
月
31
日
㊎
ま
で

に
、
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

選
考
方
法　

書
類
審
査
の
後
、

８
月
初
旬
に
面
接
。

登
録
期
間　

２
年
（
平
成
28
年

４
月
１
日
〜
同
30
年
３
月
31

日
）。※
１
年
ご
と
に
更
新
。

研
修　

選
考
さ
れ
た
人
は
、
９

月
か
ら
県
で
開
催
さ
れ
る
介
護

相
談
員
養
成
研
修
を
受
講
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
日
程
な
ど
は

通
知
し
ま
す
。※
受
講
料
無
料
。

旅
費
別
途
支
給
。

□申
□問
本
庁
・
高
齢
者
支
援
課

　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

は
、
納
税
者
か
ら
の
申
し
出
を

受
け
、
固
定
資
産
税
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
固
定
資
産
の
評
価

額
の
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
審
査
の
申
し
出
は
、
３
年
に

１
度
の
評
価
替
え
年
度
（
今
年

度
）
の
納
税
通
知
書
を
受
け
取

っ
て
か
ら
60
日
以
内
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
評
価
額
以
外
に
関
す
る
不
服

に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書
を

受
け
と
っ
て
か
ら
60
日
以
内
に

異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
詳
細
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
課
税
課

　
家
屋
の
新
築
や
増
改
築
を
し

た
場
合
は
、
工
事
が
完
了
し
た

ら
早
め
に
本
庁
・
課
税
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
家
屋
を
解
体
ま
た
は
用
途
変

更
し
た
場
合
も
、
同
課
ま
た
は

各
支
所
担
当
課
へ
届
け
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
届
け
出
が
な
い
場
合
、
解
体

前
や
用
途
変
更
前
の
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
続
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

□問
本
庁
・
課
税
課

　

建
築
基
準
法
に
定
め
ら
れ
て

い
る
最
低
基
準
に
加
え
て
、
地

球
環
境
や
高
齢
者
、
障
が
い
者

な
ど
に
配
慮
し
た
住
宅
や
建
築

物
は
、
市
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
で
固
定
資
産
税
の
優
遇
や
低

金
利
融
資
を
受
け
ら
れ
る
次
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
認
定
基
準

や
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
長
期
優
良
住
宅
認
定
制
度
…

維
持
管
理
の
容
易
性
、
劣
化
対

策
、
耐
震
性
、
断
熱
性
な
ど
、

住
宅
を
長
期
に
わ
た
り
良
好
な

状
態
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
配

慮
し
た
も
の
。

●
低
炭
素
建
築
物
認
定
制
度
…

二
酸
化
炭
素
排
出
の
抑
制
に
配

慮
し
た
も
の
（
断
熱
性
の
向
上

や
省
エ
ネ
機
器
の
採
用
、
木
材

の
利
用
な
ど
）。

●
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く

認
定
制
度
…
高
齢
者
・
障
が
い

者
な
ど
が
利
用
し
や
す
い
よ
う

に
配
慮
し
た
も
の
（
段
差
解
消

や
手
す
り
の
設
置
な
ど
）。

※
い
ず
れ
も
建
築
物
の
着
工
前

に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

□申
□問
本
庁（
別
館
）・
建
築
課

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に

新
築
さ
れ
た
認
定
長
期
優
良
住

宅
は
、
１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡

ま
で
に
相
当
す
る
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１
が
５
年
間
減
額
さ

れ
ま
す
。

対
象
の
要
件　

●
家
屋
の
住
居

部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
１
以

上
で
あ
る
こ
と
●
１
戸
当
た
り

の
床
面
積
が
50
㎡
（
１
戸
建
て

住
宅
以
外
の
賃
貸
住
宅
な
ど
に

あ
っ
て
は
40
㎡
）
以
上
２
８
０

㎡
以
下
。

減
額
の
期
間　

①
一
般
住
宅

（
②
以
外
の
住
宅
）…
新
築
後
５

年
間
②
３
階
建
て
以
上
の
耐
火 ←

←
□申…申し込み先　□郵…郵送先　□Ｆ…FAX　□Ｍ…メールアドレス　□Ｈ…ホームページ　※申請書などは□申に備え付け。 〔天草市役所・本庁〕〒863-8631　天草市東浜町8番1号

長
期
優
良
住
宅
の

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

長
期
優
良
住
宅
認
定

　
　

制
度
な
ど
に
つ
い
て

平
成
27
年
度

  

狩
猟
免
許
試
験
を
実
施

子宮頸がん・乳がん検診のご案内〈施設単独検診〉

□問天草中央保健福祉センター☎㉔0620 ／天草西保健福祉センター☎753301
　天草東保健福祉センター☎663355

固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
を
ご
存
じ
で
す
か

市
介
護
あ
ん
し
ん
相
談
員
を

　
　
　
　
　
　
　
　

  

募
集

家
屋
の
新
築
や
増
築
・
解
体
・

用
途
変
更
は
ご
連
絡
を

行
　
政

＜子宮頸がん検診＞

※国保とは天草市国民健康保険のことです（保険証を必ず持参してください）。   
※クーポン券対象者は無料です（４月に送付しています）。
※生活保護世帯の人は無料です（証明書を持参してください）。
※今年度40歳（昭和50年４月１日～同51年３月31日生まれ）の人は無料で受診できます。

電話番号
㉔1175
㉔3636
㉒0011
734171

本原クリニック
鬼塚クリニック
天草中央総合病院
牛深市民病院

指定医療機関名

電話番号
㉔4166
㉒0077
㉔3777
734171
371730

天草地域健診センター
天草中央総合病院健康管理センター
天草第一病院 
牛深市民病院 
天草慈恵病院健診センター

指定医療機関名

＜乳がん検診＞

1,900円
1,000円
1,600円
1,200円

30～39歳、40歳以上で奇数年齢
40～49歳で偶数年齢
50歳以上で偶数年齢

超音波検査
マンモグラ
フィ検査

600円
300円
500円
400円

□子宮頸がん・乳がん検診個人負担金

乳がん
検診

69歳以下で
国保以外の人

70歳以上の人
・国保加入者

子宮頸がん検診

種　　　　　　別

けい
対　象　市内に住所がある人で次の人（ただ
し、今年度に子宮頸がん検診、乳がん検診
をすでに受診した人、または予定している
人は除く）。
●子宮頸がん検診…平成28年３月31日ま
でに20歳以上になる女性。

●乳がん検診…平成28年３月31日までに
30歳以上になる女性。

期　間　８月３日㊊～平成28年１月29日㊎。
受診方法　指定医療機関に電話で予約をして
受診してください。

※乳がん検診は12月25日㊎までに予約が必
要です。

構
造
住
宅
…
新
築
後
７
年
間
。

申
込
方
法　

印
か
ん
と
「
長
期

優
良
住
宅
認
定
通
知
書
（
写
し

で
も
可
）」
を
持
参
し
、
本
庁
・

課
税
課
ま
た
は
各
支
所
担
当
課

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
課
税
課

〔
狩
猟
免
許
試
験
〕

日
程　

●
８
月
22
日
㊏
午
前
９

時
〜
●
天
草
総
合
庁
舎
大
会
議

室
（
今
釜
新
町
）。

申
込
期
限　

８
月
12
日
㊌
。

申
込
先　

県
天
草
広
域
本
部
林

務
課
☎
㉒
４
３
５
９

〔
狩
猟
免
許
試
験
の
講
習
会
〕

対
象　

事
前
に
県
天
草
広
域
本

部
林
務
課
で
免
許
試
験
の
申
込

手
続
き
を
完
了
し
て
い
る
人
。

日
程　

●
８
月
７
日
㊎
、
同
20

日
㊍
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
。※
網
・
わ
な
・
第
二
種
銃

猟
は
８
月
７
日
㊎
の
み
、
第
一

種
銃
猟
は
両
日
の
受
講
と
な
り

ま
す
●
天
草
建
設
会
館
（
本
渡

町
広
瀬
）。

申
込
方
法　

当
日
会
場
で
受
け

付
け
。

□問
熊
本
県
猟
友
会
☎
０
９
６

（
３
７
１
）
６
６
４
１

〔
狩
猟
免
許
取
得
補
助
〕

補
助
対
象　

市
内
在
住
で
狩
猟

免
許
を
新
た
に
取
得
し
た
人
。

補
助
額　

免
許
取
得
に
要
し
た

経
費
の
２
分
の
１
（
た
だ
し
、

１
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
）。

※
申
請
方
法
な
ど
詳
細
は
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁（
別
館
）・
農
林
整
備
課

／
各
支
所
担
当
課

【ポスターの部】
●対　象…小学生・中学生・高校生。
●テーマ…「明るい選挙」。
●規　定…画用紙の四ツ切（542㎜×
382㎜）、八ツ切（382㎜×271㎜）
またはそれに準ずる大きさ。

【習字の部】
●対　象…小学３年生～中学３年生。
●テーマ…小３「代表」、小４「政治」、
小５「投票」、小６「選挙」、中１「義
務」、中２「国民主権」、中３「地方
自治」。
●規　定…和半紙（縦33㎝×横24㎝）。

応募方法　９月11日㊎までに、作品に住
所、氏名、年齢（学校名・学年）を記入し、
郵送または持参してください。
□郵〒863－8631
　天草市役所・選挙管理委員会事務局

□申□問本庁・選挙管理委員会事務局
　　／各支所担当課

明るい選挙啓発作品
　コンクール作品募集


